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司法試験委員会の書面による議決について

令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について，別添1のとおり，

司法試験委員会委員から回答があり，司法試験委員会委員長が，別添2のとおり，

4月8日付けで委員会の議決としたので報告する。

、



伍伯

機密性2情報

令和2年4月8日

司法試験委員会委員各位

司法試験委員会委員長佐伯仁志
P

司法試験委員会議事細則第6条第1項に基づき，別紙のとおり議決することに

ついて，下記により，賛否を問います。

なお，賛否については，適宜の方法（メール返信等）により，本月8日 （水）正

午までに，司法試験委員会庶務担当宛て回報願います。
サ 0

記 、

議決事項（令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について）につい
て

賛成である

以下の意見を付した上で賛成である

反対である

(参考）

司法試験委員会議事細則（抜粋）

（書面等による議決）

第6条委員長は，やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては，事案

の概要を記載した書面を委員に送付するなど適宜な方法により，その意見を徴し又は賛

否を問い，その結果をもって委員会の議決とすることができる。

2委員長は，前項の規定により議決したときは，次の会議においてこれを報告しなけれ

ばならない。



大浜

機密性2情報

令和2年4月8日

司法試験委員会委員各位

司法試験委員会委員長佐伯仁志

司法試験委員会議事細則第6条第1項に基づき，別紙のとおり議決することに

ついて，下記により，賛否を問います。

なお，賛否については，適宜の方法（メール返信等）により，本月8日 （水）正

午までに，司法試験委員会庶務担当宛て回報願います。

記

議決事項（令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について）につい
て

賛成である

以下の意見を付した上で賛成である

反対である

(参考）

司法試験委員会議事細則（抜粋）

（書面等による議決）

第6条委員長は，やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては，事案

の概要を記載した書面を委員に送付するなど適宜な方法により，その意見を徴し又は賛

否を問い，その結果をもって委員会の議決とすることができる。

2 委員長は，前項の規定により議決したときは，次の会議においてこれを報告しなけれ

ばならない。



該羊

機密性2情報

令和2年4月8日

司法試験委員会委員各位

司法試験委員会委員長佐伯仁志

司法試験委員会議事細則第6条第1項に基づき，別紙のとおり議決することに

ついて，下記により，賛否を問います。

なお，賛否については，適宜の方法（メール返信等）により，本月8日 （水）正

午までに，司法試験委員会庶務担当宛て回報願います。

記

議決事項（令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について）につい
て

賛成である

以下の意見を付した上で賛成である

反対である

(参考）

司法試験委員会議事細則（抜粋）

（書面等による議決）

第6条委員長は，やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては，事案

の概要を記載した書面を委員に送付するなど適宜な方法により，その意見を徴し又は賛

否を問い，その結果をもって委員会の議決とすることができる。

2 委員長は，前項の規定により議決したときは，次の会議においてこれを報告しなけれ

ばならない。



I琴祇
0

機密性2情報

令和2年4月8日

司法試験委員会委員各位

司法試験委員会委員長佐伯仁志

司法試験委員会議事細則第6条第1項に基づき，別紙のとおり議決することに

ついて，下記により，賛否を問います。

なお，賛否については，適宜の方法（メール返信等）により，本月8日 （水）正
午までに，司法試験委員会庶務担当宛て回報願います。

記

議決事項（令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について）につい
て

賛成である

以下の意見を付した上で賛成である

反対である

(参考）

司法試験委員会議事細則（抜粋）

（書面等による議決）

第6条委員長は，やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては，事案

の概要を記載した書面を委員に送付するなど適宜な方法により，その意見を徴し又は賛

否を問い，その結果をもって委員会の議決とすることができる。

2委員長は，前項の規定により議決したときは，次の会議においてこれを報告しなけれ

ばならない。



張標r

機密性2情報

令和2年4月8日

司法試験委員会委員各位

司法試験委員会委員長佐伯仁志

司法試験委員会議事細則第6条第1項に基づき，別紙のとおり議決することに

ついて，下記により，賛否を問います。

なお，賛否については，適宜の方法（メール返信等）により，本月8日 （水）ま

でに，司法試験委員会庶務担当宛て回報願います。

記

議決事項（令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について）につい

て

賛成である
句

以下の意見を付した上で賛成である

反対である

(参考）

司法試験委員会議事細則（抜粋）

（書面等による議決）

第6条委員長は，やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては，事案

の概要を記載した書面を委員に送付するなど適宜な方法により，その意見を徴し又は賛

否を問い，その結果をもって委員会の議決とすることができる。

2委員長は，前項の規定により議決したときは，次の会議においてこれを報告しなけれ

ばならない。



太嗣

機密性2情報

令和2年4月8日

司法試験委員会委員各位

司法試験委員会委員長佐伯仁志

司法試験委員会議事細貝1第6条第1項に基づき，別紙のとおり議決することに

ついて，下記により，賛否を問います。

なお，賛否については，適宜の方法（メール返信等）により，本月8日 （水）正
午までに，司法試験委員会庶務担当宛て回報願います。

記

議決事項（令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について）につい
て

賛成である

以下の意見を付した上で賛成である

反対である

(参考）

司法試験委員会議事細則（抜粋）

（書面等による議決）

第6条委員長は，やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては，事案

の概要を記載した書面を委員に送付するなど適宜な方法により，その意見を徴し又は賛

否を問い，その結果をもって委員会の議決とすることができる。

2委員長は，前項の規定により議決したときは，次の会議においてこれを報告しなけれ

ばならない。



打田

機密性2情報

令和2年4月8日

司法試験委員会委員各位

司法試験委員会委員長佐伯仁志

司法試験委員会議事細則第6条第1項に基づき，別紙のとおり議決することに

ついて，下記により，賛否を問います。

なお，賛否については，適宜の方法（メール返信等）により，本月8日 （水）正
午までに，司法試験委員会庶務担当宛て回報願います。

記

議決事項（令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について）につい
て

賛成である

以下の意見を付した上で賛成である

反対である

■

(参考）

司法試験委員会議事細則（抜粋）

（書面等による議決）

第6条委員長は，やむを得ない事由により会議を開く余裕のない場合においては，事案

の概要を記載した書面を委員に送付するなど適宜な方法により，その意見を徴し又は賛

否を問い，その結果をもって委員会の議決とすることができる。

2委員長は，前項の規定により議決したときは，次の会議においてこれを報告しなけれ

ばならない。



別紙

議 決 事 項

令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について

令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について，下記のとおり決

定する。
●

記

令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について，別添のとおり法
務省のホームページヘ掲載することとする。



別添

令和2年司法試験及び司法試験予備試験の実施延期について

令和2年4月8日

司法試験委員会

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ，令和2年司法試験及び司法試験予備試験
の実施時期を延期することとします。

延期後の実施時期等については，おって，可能な限り速やかに法務省のホームページ
上において公表する予定です。


